
経理情報●2017.12.1（No.1497） 4

12月11日（月）まで
（10日が休日のため）
１月４日（木）まで
（12月末日期限は年
末・年始につき平成
30年１月４日とな
る）

本年最後の給与支
給日の前日まで
12月中の市町村条
例で定める日まで

①　源泉所得税・特別徴収住民税の納付（平成29年11月分）

②　法人の確定申告、納付、延納の届出（平成29年10月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人事業所税・法人住民
税

③　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長（平成29年９月期）
２カ月延長（平成29年８月期）

④　消費税確定申告（１カ月ごと）（10月期）
⑤　消費税確定申告（３カ月ごと）（１、４、７、10月期）
⑥　法人の中間申告（半期・４月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑦　法人消費税の中間申告納付
直前期年税額4,800万円超のとき
１カ月ごと（10月期を除く）
直前期年税額400万円超のとき
３カ月ごと（１、４、７月期）

⑧　給与所得の年末調整

⑨　固定資産税（都市計画税）第３期分の納付

①　源泉所得税には復興特別所得税の額をあわせて納付す
る。

②～⑦　法人の事業年度（課税期間）の終了日は各月末日と
する。

④、⑤　消費税課税期間の短縮特例は適用後２年間継続が
要件である。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

会
　
　
計

税
効
果
適
用
指
針
案
等
へ
の
コ
メ

ン
ト
対
応
案
等
、引
き
続
き
検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、税
効
果
会
計
専
門
委

去
る
11
月
９
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
56
回
税
効
果
会
計
専
門

委
員
会
を
開
催
し
た
。
今
回
は
前
回

に
引
き
続
き
、
税
効
果
適
用
指
針
案

等
へ
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
対
応
が

検
討
さ
れ
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

コ
メ
ン
ト
へ
の
対
応
案

前
回
ま
で
の
専
門
委
員
会
お
よ
び

第
３
７
０
回
ま
で
の
親
委
員
会
で
の

議
論
を
踏
ま
え
て
、
コ
メ
ン
ト
へ
の

対
応
案
が
見
直
さ
れ
た
。

税
効
果
適
用
指
針
案
４
項
⑵
の

「
法
人
税
等
」の
定
義
と
税
率
適
用
指

針
３
項
⑷
の「
法
定
実
効
税
率
」の
定

義
を
勘
案
す
る
と
、
税
効
果
会
計
基

準
一
部
改
正
案
５
項（
注
９
）⑴
①
の

「
税
務
上
の
繰
越
欠
損
金
の
額
に
法

人
税
等
の
税
率
を
乗
じ
た
額
」を
、

「
税
務
上
の
繰
越
欠
損
金
の
額
に
法

定
実
効
税
率
を
乗
じ
た
額
」と
見
直

し
た
ほ
う
が
よ
い
と
の
コ
メ
ン
ト
が

寄
せ
ら
れ
て
い
た（
２
０
１
７
年
10

月
10
日
号（
№
１
４
９
２
）情
報
フ

ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）。

こ
れ
に
対
し
て
事
務
局
よ
り
、
表

現
の
見
直
し
を
行
わ
な
い
方
向
が
示

さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
前
回
ま
で
の

審
議
で
再
考
す
べ
き
と
の
意
見
が
聞

か
れ
た
こ
と
か
ら
、
税
務
上
の
繰
越

欠
損
金
に
つ
い
て
は
、
税
額
ベ
ー
ス

で
注
記
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る

た
め
、「
税
務
上
の
繰
越
欠
損
金
の
額

に
納
税
主
体
ご
と
の
法
定
実
効
税
率

を
乗
じ
た
額
」と
の
表
現
に
変
更
す

る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。

ま
た
、
連
結
納
税
制
度
を
適
用
す

る
場
合
の
実
務
対
応
報
告
と
の
整
合

性
に
関
し
て
、
実
務
対
応
報
告
７
号

の
個
別
財
務
諸
表
に
お
け
る
投
資
価

額
修
正
の
取
扱
い
の
要
件
記
載
を
、

税
効
果
適
用
指
針
案
８
項
⑵
の
取
扱

い
に
整
合
さ
せ
る
よ
う
見
直
す
べ
き

と
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て
い

た
。こ

れ
に
対
し
て
事
務
局
は
、
実
務

対
応
報
告
７
号
は
連
結
納
税
制
度

を
適
用
し
て
い
る
場
合
の
取
扱
い

で
あ
り
、
対
象
と
な
る
子
会
社
は

１
０
０
％
子
会
社
を
前
提
と
し
て
い

る
た
め
、
記
載
を
あ
え
て
追
加
す
る

必
要
性
は
乏
し
い
と
し
て
い
た
。
し

か
し
、
前
回
ま
で
の
審
議
で
、
記
載

す
る
こ
と
の
弊
害
が
な
い
た
め
記
載

し
て
は
ど
う
か
と
い
う
意
見
が
聞
か

れ
た
こ
と
か
ら
、
事
務
局
は
、
実
務

対
応
報
告
７
号
の
要
件
記
載
を
修
正

す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

公
開
草
案
の
修
文
案

事
務
局
よ
り
、
前
回
ま
で
の
コ
メ

ン
ト
対
応
の
審
議
を
経
て
、
公
開
草

案
の
修
文
案
が
示
さ
れ
た
。

税
効
果
会
計
基
準
一
部
改
正
案
に

つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
前
記
の
と
お

り
、
５
項
の
表
現
が
見
直
さ
れ
た
ほ

か
、
14
項（
修
文
後
は
15
項
）第
１
段

落
の
記
載
ぶ
り
を
、
経
済
実
態
の
観

点
か
ら
検
討
し
て
い
る
こ
と
を
示
す

た
め
に
、「
現
行
の
取
扱
い
は
、
一
時

差
異
に
関
連
し
た
資
産
お
よ
び
負
債

と
、
そ
の
税
金
費
用
に
関
す
る
資
産

お
よ
び
負
債（
当
該
一
時
差
異
に
係

る
繰
延
税
金
資
産
お
よ
び
繰
延
税
金

負
債
）が
同
時
に
取
り
崩
さ
れ
る
と

い
う
特
徴
を
踏
ま
え
て
い
る
」と
い

う
旨
の
文
言
に
変
更
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、早
期
適
用
に
関
す
る
６
項
は
、

「
公
表
日
以
後
最
初
に
終
了
す
る
連

結
会
計
年
度
及
び
事
業
年
度
の
年
度

末
に
係
る
連
結
財
務
諸
表
及
び
個
別

財
務
諸
表
か
ら
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
」と
さ
れ
て
い
た
が
、「
公
表
日
」

が「
平
成
30
年
３
月
31
日
」と
見
直
さ

れ
て
い
る
。

ま
た
、
税
効
果
適
用
指
針
案
に
つ

い
て
は
、
た
と
え
ば
、
８
項
⑴
た
だ

し
書
き
の「
受
取
時
に
会
計
上
の
損

益
及
び
課
税
所
得（
又
は
税
務
上
の

欠
損
金
）に
影
響
を
与
え
な
か
っ
た

も
の
に
つ
い
て
」と
い
う
個
別
税
効

果
適
用
指
針
24
―
２
項
の
記
載
を
引

き
継
い
だ
も
の
を
削
除
し
た
ほ
か
、

39
項
が
表
題
と
内
容
が
合
致
し
な
い

た
め（
２
０
１
７
年
10
月
10
日
号
情

報
フ
ラ
ッ
シ
ュ
参
照
）、
文
案
の
見

直
し
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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会計人に
とって必要なこと会計人に
とって必要なこと

三手先を読む

「
察
す
る
力
」が
大
切
に
な
る
。
相

手
の
ち
ょっ
と
し
た
表
情
で
気
持
ち
を

推
し
量
り
、
適
切
な
コ
メ
ン
ト（
三
手

目
）が
で
き
る
か
が
、
よ
い
結
果
を
得

ら
れ
る
か
ど
う
か
の
分
か
れ
目
と
な

る
と
き
が
あ
る
。ま
さ
に
コ
ミ
ュニ
ケ
ー

シ
ョン
力
で
あ
る
。

「
感
じ
る
力
」は
一
朝
一
夕
に
は

身
に
つ
か
な
い
。
上
司
は
部
下
を
報

告
会
や
交
渉
の
場
に
同
席
さ
せ
、
経

験
を
積
ま
せ
る
こ
と
が
大
切
だ
。
部

下
も
、
指
示
待
ち
型
で
は「
感
じ
る

力
」は
身
に
つ
か
な
い
。
当
事
者
意
識

（
主
体
性
）を
も
っ
て
行
動
し
て
い
れ

ば
、
上
司
や
他
人
の
考
え
を
表
情
等

か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
は
ず
だ
。
い
わ
ば
よ
い
意
味
で

の「
忖
度
」で
あ
る
。
人
間
の
得
意
分

野
で
あ
る「
感
じ
る
力
」を
身
に
つ
け

る
こ
と
は
、
Ａ
Ｉ
時
代
を
乗
り
切
る

う
え
で
の
重
要
な
要
素
か
も
し
れ
な

い
。気

を
つ
け
た
い
の
は
、
自
分
が
強
い

立
場
に
い
る
と
き
だ
。
一
手
目
で
、

つ
い
つ
い
相
手
に
対
す
る
配
慮
を
欠

い
た
言
葉
を
使
い
が
ち
に
な
る
。
二

手
目
の
相
手
の
立
場
や
気
持
ち
を
考

え
れ
ば
、
不
快
な
態
度
・
言
葉
は
厳

に
慎
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
両
者

の
関
係
は
、
将
来
に
わ
た
り
常
に
自

分
が
有
利
と
は
限
ら
な
い
し
、
そ
も

そ
も
人
と
し
て
ど
う
か
、
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
失
敗
か
ら
学

ん
だ
私
の
教
訓
で
あ
る
。

（
会
計
・
監
査
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
）

で
考
え
抜
き（
一
手
目
）、
他
人
の
話

を
傾
聴
し
た
う
え
で
相
手
の
出
方
を

予
想
し（
二
手
目
）、
議
論
を
踏
ま
え

て
決
断
す
る（
三
手
目
）。
チ
ー
ム
で

意
見
交
換
す
る
こ
と
は
、
独
り
よ
が

り
に
な
ら
ず
多
様
な
立
場
や
考
え
を

理
解
す
る
こ
と
に
な
り
、
相
手
の
反

応
や
次
の
一
手
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

す
る
た
め
に
有
効
だ
。

二
手
目
で
相
手
の
出
方
を
読
む
と

い
っ
て
も
、
結
論
に
は
一
定
の
方
向

感
が
必
要
で
あ
る
。私
の
経
験
で
は
、

議
論
全
体
を
俯
瞰
し
つ
つ
、
最
終
的

に
何
を
目
指
す
べ
き
か
を
確
認
し
、

原
理
原
則
に
従
っ
て
判
断
す
る（
三
手

目
）こ
と
が
よ
い
結
果
に
つ
な
が
っ
た
。

原
理
原
則
に
従
っ
て
い
な
い
と
一
時
的

に
は
よ
く
て
も
長
続
き
は
し
な
い
。

重
要
な
判
断
を
行
う
と
き
、
私
は
こ

の
点
を
と
て
も
大
切
に
し
て
い
る
。

事
前
に
相
手
の
立
場
で
本
気
で
考

え
て
も
、
情
報
収
集
に
は
限
界
も
あ

る
し
、
交
渉
の
場
で
は
柔
軟
な
対
応

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
も
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
局
面
で
相
手
の
出

方
を
読
む
た
め
に
は
、「
感
じ
る
力
」、

将
棋
の
世
界
で
は「
三
手
先
を
読

む
」と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
自
分
が

指
す
一
手
目
。
次
に
相
手
が
そ
れ
に

反
応
し
て
指
す
二
手
目
。
二
手
目
を

読
ん
だ
う
え
で
、
自
分
の
三
手
目
を

考
え
る
。
つ
ま
り
展
開
を
予
想
し
、

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
。

三
手
読
み
で
一
番
大
切
な
の
は
、

二
手
目
だ
そ
う
だ
。
一
手
目
は
自
分

の
意
思
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
二
手
目
は
相
手
の
反
応
を
予
想

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き

自
分
に
都
合
の
よ
い
読
み
を
し
が
ち

だ
が
、
相
手
が
最
善
の
手
だ
と
、
三

手
目
で
対
応
で
き
な
く
な
る
。

ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
も
同
じ
だ
。

二
手
目
で
、
自
分
の
主
張（
利
益
）を

一
時
的
に
忘
れ
て
、
相
手
の
立
場
で

相
手
の
主
張（
利
益
）を
真
剣
に
考
え

る
。
す
る
と
相
手
は
何
を
望
み
、
ど

の
よ
う
な
条
件
を
付
け
て
く
る
の
か
、

ど
の
よ
う
な
い
い
方
を
す
れ
ば
納
得

し
て
も
ら
え
る
の
か
が
読
め
る
と
き

が
あ
る
。
相
手
の
行
動
が
予
想
で
き

れ
ば
、
三
手
目
、
あ
る
い
は
一
手
目

の
修
正
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
結

局
は
自
分
の
利
益
に
つ
な
が
る
。

組
織
・
チ
ー
ム
で
行
う
ビ
ジ
ネ
ス
の

場
合
に
は
、
こ
の
三
手
読
み
を
１
人

で
は
な
く
、
チ
ー
ム
で
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
相
手
の
立
場
で
考
え
る
と

いっ
て
も
、
１
人
で
考
え
る
と
思
い
込

み
が
あ
っ
た
り
、
時
間
や
ア
イ
デ
ア
の

数
で
も
限
界
が
あ
る
。
ま
ず
事
実
を

し
っ
か
り
分
析
し
た
う
え
で
、
自
分

会
　
　
計

仮
想
通
貨
、種
類
ご
と
の
注
記
を

求
め
る
方
向
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

去
る
11
月
10
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
３
７
２
回
企
業
会
計
基

準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

仮
想
通
貨
の
会
計
上
の
取
扱
い

こ
れ
ま
で
の
審
議
に
お
い
て
は
、

「
仮
想
通
貨
の
種
類
ご
と
の
期
末
残

高
の
内
訳
に
関
す
る
注
記
」、「
重
要

な
会
計
方
針
の
注
記
」な
ど
の
開
示

を
求
め
る
意
見
が
聞
か
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
今
回
の
実
務
対
応
報
告
で

注
記
事
項
を
定
め
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
、
他
の
会
計
基
準
等
の
開
示
に

関
す
る
定
め
に
よ
り
開
示
が
求
め
ら

れ
て
い
る
事
項（
重
要
な
会
計
方
針

の
注
記
な
ど
）は
、
必
要
な
情
報
が

開
示
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
仮
想
通
貨
に
関
す
る
注

記
事
項
に
つ
い
て
、
次
の
２
案
が
事

務
局
か
ら
提
示
さ
れ
た
。

案
１
：
特
に
注
記
事
項
の
定
め
を
設

け
な
い

案
２
：
期
末
に
保
有
す
る
活
発
な
市

場
が
存
在
す
る
仮
想
通
貨（
仮
想
通

貨
交
換
業
者
が
預
託
者
か
ら
預
か
っ

た
仮
想
通
貨
を
除
く
）に
つ
い
て
、仮

想
通
貨
の
種
類
ご
と
の
貸
借
対
照

表
価
額（
時
価
）お
よ
び
仮
想
通
貨

残
高（
数
量
）の
注
記
を
求
め
る

な
お
、
案
２
と
す
る
場
合
、
①
重

要
性
が
乏
し
い
と
き
は
注
記
を
省
略

で
き
る
、
②
適
用
対
象
を
仮
想
通
貨

交
換
業
者
に
限
定
す
る
、
と
い
っ
た

こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
る
。

委
員
か
ら
は
、
案
２
に
賛
成
す
る

意
見
が
多
く
聞
か
れ
た
。
一
方
で
、

活
発
な
市
場
が
存
在
し
な
い
仮
想
通

貨
に
つ
い
て
も
注
記
を
求
め
る
べ

き
、
と
し
て
、
案
２
で
も
不
十
分
と

の
声
も
聞
か
れ
て
い
る
。

権
利
確
定
条
件
付
き
有
償
新
株
予

約
権
の
会
計
処
理

第
１
１
０
回
実
務
対
応
専
門
委
員

会
で
の
議
論（
２
０
１
７
年
11
月
20

日
号（
№
１
４
９
６
）情
報
フ
ラ
ッ

シ
ュ
参
照
）を
踏
ま
え
、
公
開
草
案

に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
へ
の
対
応

と
、
修
正
後
の
実
務
対
応
報
告
の
文

案
が
検
討
さ
れ
た
。

適
用
時
期
に
つ
い
て
は
、
専
門
委

員
会
同
様
、「
案
１
：
公
表
日
以
後
適

用
す
る
」、「
案
２
：
平
成
30
年
Ｘ
月

Ｘ
日（
た
と
え
ば
４
月
１
日
）以
後
適

用
す
る
」の
２
案
が
示
さ
れ
た
。
こ

の
点
は
第
３
７
０
回
親
委
員
会
で
も

審
議
さ
れ
、
案
１
を
推
す
意
見
が
多

く
聞
か
れ
て
い
た
が
、
今
回
は
、「
期

日
を
指
定
す
る
形
の
ほ
う
が
実
務
も

運
用
し
や
す
い
」、「
４
月
１
日
で
あ

れ
ば
、
公
表
日
と
比
べ
て
そ
れ
ほ
ど
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会
　
　
計

公
開
草
案
へ
の
コ
メ
ン
ト
の
内

容
、確
認
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、収
益
認
識
専
門
委

先
で
も
な
い
と
思
う
」と
し
て
、
案

２
を
推
す
意
見
が
複
数
聞
か
れ
た
。

ま
た
、
公
開
草
案
に
対
し
て
は
、

遡
及
適
用
す
る
場
合
、
資
本
金
の
額

を
訂
正
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
登
記

手
続
が
不
明
で
あ
り
、
法
務
省
と
の

調
整
が
必
要
、
と
の
コ
メ
ン
ト
が
寄

せ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
応
し
、

適
用
時
期
等
を
定
め
る
実
務
対
応
報

告
10
項
に
、
遡
及
適
用
す
る
場
合
の

取
扱
い
と
し
て
、
次
の
規
定
を
追
加

す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

適
用
日
よ
り
前
に
権
利
確
定
条
件

付
き
有
償
新
株
予
約
権
が
権
利
行
使

さ
れ
、
新
株
を
発
行
し
て
い
る
と
き

は
、新
た
な
会
計
方
針
に
基
づ
き
新
株

予
約
権
と
し
て
計
上
さ
れ
た
額
の
う

ち
、当
該
権
利
行
使
に
対
応
す
る
部
分

を
払
込
資
本
に
振
り
替
え
た
こ
と
に

よ
る
払
込
資
本
の
増
加
額
は
、そ
の
他

資
本
剰
余
金
に
計
上
す
る
。

税
効
果
会
計

第
56
回
税
効
果
会
計
専
門
委
員
会

で
の
議
論（
今
号
本
欄
参
照
）を
踏
ま

え
、
修
正
後
の
税
効
果
適
用
指
針
等

の
文
案
の
審
議
が
行
わ
れ
た
。

委
員
か
ら
特
段
の
反
対
意
見
は
聞

か
れ
て
お
ら
ず
、
12
月
の
公
表
目
標

へ
向
け
て
、
評
価
性
引
当
額
の
定
義

を
求
め
る
コ
メ
ン
ト
へ
の
対
応（
今

回
は
検
討
を
行
わ
ず
次
回
以
降
行
う

こ
と
と
さ
れ
た
）を
中
心
に
、
最
終

の
審
議
が
行
わ
れ
る
予
定
。

去
る
11
月
13
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
86
回
収
益
認
識
専
門
委

員
会
を
開
催
し
た
。

今
回
は
、
企
業
会
計
基
準
公
開
草

案
61
号「
収
益
認
識
に
関
す
る
会
計

基
準（
案
）」な
ら
び
に
企
業
会
計
基

準
適
用
指
針
公
開
草
案
61
号「
収
益

認
識
に
関
す
る
会
計
基
準
の
適
用
指

針（
案
）」（
以
下
、「
本
公
開
草
案
」と

い
う
）に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
の

内
容
の
確
認
が
行
わ
れ
た（
コ
メ
ン

ト
は
、https://w

w
w

.asb.or.jp/
jp/accounting_standards/
exposure_draft/y2017/2017-
0720/com

m
ent.htm

l
を
参
照
）。

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
。

今
後
の
議
論
の
進
め
方

専
門
委
員
か
ら
全
体
的
な
コ
メ
ン

ト
の
感
触
を
質
問
さ
れ
、
事
務
局
か

ら
は
、
大
き
い
方
向
性
で
は
同
意
さ

れ
て
い
る
印
象
で
あ
る
と
回
答
が

あ
っ
た
。
ま
た
、
２
０
１
８
年
３
月

ま
で
の
最
終
化
を
目
指
す
た
め
、
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
15
号
を
ベ
ー
ス
と
し
た
文
章

の
表
現
ぶ
り
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
は

切
り
離
し
て
、
事
務
局
で
ま
と
め
て

修
正
し
た
も
の
を
提
案
す
る
こ
と
と

し
、
そ
の
他
の
項
目
は
的
を
絞
っ
て

議
論
し
、
特
に
代
替
的
な
取
扱
い
に

つ
い
て
の
追
加
す
べ
き
要
望
や
設
例

に
つ
い
て
は
時
間
を
割
い
て
い
く
方

向
だ
と
説
明
さ
れ
た
。

各
質
問
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

⑴
　
基
本
的
な
方
針

本
公
開
草
案
の
開
発
に
あ
た
っ
て

の
基
本
的
な
方
針
に
同
意
す
る
意
見

が
大
半
で
あ
っ
た
が
、
反
対
意
見
と

し
て
は
、「
社
会
的
・
経
済
的
な
コ
ス

ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
十
分
議
論
す
べ

き
」等
と
いっ
た
も
の
が
あ
っ
た
。

ま
た
、「
会
計
処
理
の
背
景
に
あ
る

基
本
的
・
本
質
的
な
考
え
方
や
結
論

に
至
る
背
景
な
ど
を「
結
論
の
背
景
」

等
に
明
確
か
つ
詳
細
に
記
述
し
、
場

合
に
よ
っ
て
は
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
か
ら
の

教
育
文
書
を
発
行
し
て
ほ
し
い
」等

の
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
。

こ
の
コ
メ
ン
ト
に
対
し
、
専
門
委

員
か
ら
教
育
文
書
を
出
す
可
能
性
に

つ
い
て
質
問
が
あ
っ
た
。
事
務
局
か

ら
は
、「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
15
号
の
解
釈
は

ハ
ー
ド
ル
が
高
い
が
、
日
本
基
準
を

わ
か
り
や
す
く
す
る
も
の
と
し
て
は

考
え
よ
う
が
あ
る
。
し
か
し
、
時
間

的
余
裕
が
な
い
た
め
、
ま
ず
は
基
準

や
設
例
を
整
備
す
る
こ
と
が
優
先
で

あ
る
」と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

⑵
　
適
用
範
囲

適
用
範
囲
に
関
す
る
提
案
に
同
意

す
る
意
見
が
大
半
で
あ
っ
た
。

リ
ー
ス
取
引
、
保
険
契
約
、
顧
客

ま
た
は
潜
在
的
な
顧
客
へ
の
販
売
を

容
易
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
同
業

他
社
と
の
商
品
ま
た
は
製
品
の
交
換

取
引
、
金
融
商
品
の
組
成
ま
た
は
取

得
に
際
し
て
受
け
取
る
手
数
料
、
本

公
開
草
案
で
適
用
範
囲
外
と
な
る
固

定
資
産
の
売
却
や
不
動
産
販
売
取

引
、
契
約
コ
ス
ト
等
に
つ
い
て
、
コ

メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。

⑶
　
会
計
処
理

収
益
の
認
識
基
準
、
収
益
の
額
の

算
定
、
特
定
の
状
況
ま
た
は
取
引
に

お
け
る
取
扱
い
に
関
す
る
各
提
案
に

同
意
す
る
意
見
が
大
半
で
あ
っ
た
。

「
工
事
契
約
会
計
基
準
の「
信
頼
性

の
あ
る
見
積
り
」と
い
う
表
現
が
、

公
開
草
案
の「
合
理
的
な
見
積
り
」と

い
う
表
現
に
変
わ
っ
て
い
る
が
、
同

じ
意
味
で
あ
る
と
解
釈
し
て
よ
い
の

か
」と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
が
、

「
似
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
表
現
を

そ
ろ
え
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ

き
」と
の
考
え
を
事
務
局
は
示
し
た
。

⑷
　
代
替
的
な
取
扱
い

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
15
号
に
お
け
る
取
扱
い

と
は
別
の
重
要
性
等
に
関
す
る
代
替 

的
な
取
扱
い
の
提
案
に
同
意
の
意
見

が
大
半
で
あ
っ
た
。

「
代
替
的
な
取
扱
い
の
規
定
は
主

に
重
要
性
の
観
点
か
ら
簡
便
的
な
処

理
を
認
め
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
り
、

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
15
号
の
趣
旨
か
ら
逸
脱
し

た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
示
し
て

ほ
し
い
」等
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
企
業
が
監
査

人
か
ら
Ｇ
Ａ
Ａ
Ｐ
差
異
を
指
摘
さ
れ

る
可
能
性
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
、

事
務
局
か
ら
は
、
Ｇ
Ａ
Ａ
Ｐ
差
異
を

明
ら
か
に
す
る
と
き
に
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の

解
釈
が
入
っ
て
し
ま
い
、
基
準
と
実

務
と
の
微
妙
な
ラ
イ
ン
で
あ
る
が
、

最
終
化
し
た
も
の
が
円
滑
に
な
る
よ

う
目
指
す
と
い
う
回
答
が
あ
っ
た
。

⑸
　
開
示
・
適
用
時
期
等

開
示
お
よ
び
適
用
時
期
等
に
関
す

る
提
案
に
、
同
意
す
る
意
見
が
大
半

で
あ
り
、「
注
記
事
項
の
開
示
例
を
示

し
て
ほ
し
い
」、「
強
制
適
用
は
２
年

後
ろ
倒
し
し
て
ほ
し
い
」等
の
コ
メ

ン
ト
も
寄
せ
ら
れ
た
。

⑹
　
設
　
例

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
15
号
の
設
例
を
基
礎
と

し
た
設
例
と
わ
が
国
に
特
有
な
取
引

等
に
つ
い
て
の
設
例
に
つ
い
て
同
意
す

る
意
見
が
大
半
で
あ
っ
た
が
、
個
々

の
設
例
を
削
除
す
べ
き
と
い
う
意
見

や
、
追
加
の
要
望
も
寄
せ
ら
れ
た
。

⑺
　
そ
の
他

そ
の
他
、「
細
則
主
義
的
な
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
化
を
防
ぐ
考
慮
を
す
べ

き
」、「
税
務
・
会
計
の
重
要
な
齟
齬

が
今
後
発
生
し
た
場
合
は
、
速
や
か

に
適
用
後
レ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
て
ほ

し
い
」等
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
適
用
後
レ

ビ
ュ
ー
は
最
短
で
ど
の
く
ら
い
か
か

る
の
か
」と
い
う
質
問
が
あ
り
、「
強

制
適
用
後
数
年
後
と
な
り
時
間
が
か

か
る
の
で
、
問
題
点
が
生
じ
た
場
合

は
基
準
諮
問
会
議
で
改
正
を
議
論
す

べ
き
で
は
」と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

＊　

次
回
は
、
12
月
４
日
開
催
予
定
。
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フラッシュ

会
　
　
計

注
記
情
報
の
充
実
に
関
す
る
新

規
テ
ー
マ
、議
論
の
開
始
は
い

つ
？
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｆ
、基
準
諮
問
会
議

去
る
11
月
13
日
、
公
益
財
団
法
人

財
務
会
計
基
準
機
構
内
に
設
置
さ
れ

て
い
る
基
準
諮
問
会
議
は
、
第
31
回

基
準
諮
問
会
議
を
開
催
し
た
。

前
回
ま
で
に
提
案
さ
れ
た
テ
ー
マ

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

会
計
基
準
レ
ベ
ル

・「
経
営
者
が
会
計
方
針
を
適
用
す
る

過
程
で
行
っ
た
判
断
」お
よ
び「
見

積
り
の
不
確
実
性
の
発
生
要
因
」

に
関
す
る
注
記
情
報
の
充
実（
提
案

者
：
日
本
公
認
会
計
士
協
会（
以
下
、

「
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
」と
い
う
））

実
務
対
応
レ
ベ
ル

・
会
計
制
度
委
員
会
報
告
14
号「
金
融

商
品
会
計
に
関
す
る
実
務
指
針
」に

お
け
る
当
座
貸
越
契
約
お
よ
び
貸

出
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
関
す
る
規
定

の
改
正（
提
案
者
：
全
国
銀
行
協
会
）

な
お
、
前
記
実
務
対
応
レ
ベ
ル
の

テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
前
回
同
様
、

国
際
的
な
規
制
の
見
直
し
に
つ
い
て

最
終
的
な
結
論
が
確
定
し
て
い
な
い

た
め
、
状
況
を
注
視
し
て
い
る
と
の

こ
と
。

今
回
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
か
ら
提
案

さ
れ
た
前
記
会
計
基
準
レ
ベ
ル
の

テ
ー
マ
と
同
じ
テ
ー
マ
が
、
日
本
証

券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
か
ら
提
案
さ
れ

た
。
本
テ
ー
マ
は
、Ｉ
Ａ
Ｓ
１
号「
財

務
諸
表
の
表
示
」122
項
お
よ
び
125
項

に
つ
い
て
、
日
本
基
準
で
も
開
示
を

求
め
る
提
案
で
あ
り
、
第
29
回
の
基

準
諮
問
会
議
に
て
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
開

示
原
則
に
関
す
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
・
ペ
ー
パ
ー
（
２
０
１
７
年
10
月

２
日
コ
メ
ン
ト
期
限
）へ
の
コ
メ
ン

ト
検
討
を
終
え
た
後
、
議
論
を
再
開

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

日
本
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
は
、

前
記
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
・
ペ
ー

パ
ー
の
議
論
の
方
向
性
と
、
金
融
庁

の
企
業
会
計
審
議
会
で
議
論
が
開

始
さ
れ
て
い
る
監
査
報
告
書
に
お

け
る「
監
査
上
の
主
要
な
事
項（K

ey 
A

udit M
atters

：
Ｋ
Ａ
Ｍ
）」の
導

入
に
向
け
た
実
効
性
を
鑑
み
る
と
、

本
テ
ー
マ
に
お
け
る
注
記
情
報
は
こ

れ
ま
で
の
議
論
以
上
に
必
要
性
お
よ

び
優
先
度
が
高
ま
っ
て
お
り
、
改
訂

に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
の
理
由

で
、同
テ
ー
マ
を
提
案
し
た
。
な
お
、

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
に
よ
る
と
、
同
テ
ー
マ

を
提
案
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
一

般
的
な
開
示
情
報
の
充
実
を
求
め
る

た
め
で
あ
っ
て
、
Ｋ
Ａ
Ｍ
の
議
論
と

は
関
係
な
い
も
の
と
の
こ
と
。

以
上
を
踏
ま
え
て
事
務
局
は
、
Ｊ

Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
お
よ
び
日
本
証
券
ア
ナ
リ

ス
ト
協
会
の
提
案
は
、
関
連
す
る
注

記
情
報
の
充
実
と
い
う
点
で
共
通
す

る
部
分
が
あ
る
た
め
、
あ
わ
せ
て
議

論
を
進
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と

い
う
考
え
を
示
す
一
方
、
日
本
証
券

ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
か
ら
の
提
案
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
監
査
報
告
書
へ
の
Ｋ

Ａ
Ｍ
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国

に
お
い
て
ま
だ
制
度
化
さ
れ
て
お
ら

ず
、
企
業
会
計
審
議
会
で
議
論
が
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
た
め
、
今
後

の
議
論
を
注
視
す
る
こ
と
と
し
、
本

テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
次
回
以
降
議

論
を
行
う
こ
と
を
提
案
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
委
員
か
ら
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
を
踏
ま
え
た
う
え

で
、さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
聞
か
れ
た
。

具
体
的
に
は
、
財
務
諸
表
作
成
者

側
か
ら
は
、「
拙
速
に
議
論
を
開
始
し

て
、
結
局
ボ
イ
ラ
ー
プ
レ
ー
ト
的
な

開
示
に
な
る
の
は
よ
く
な
い
」、「
企

業
実
務
へ
の
影
響
が
大
き
い
た
め
、

慎
重
に
議
論
す
べ
き
で
は
」な
ど
、

事
務
局
に
賛
成
の
声
が
聞
か
れ
た
。

一
方
で
、
財
務
諸
表
利
用
者
側
か

ら
は
、「
そ
も
そ
も
Ｋ
Ａ
Ｍ
の
導
入
と

は
別
個
の
も
の
だ
か
ら
、
早
め
に
議

論
を
開
始
す
べ
き
」、「
議
論
を
始
め

る
こ
と
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
要
素
は
な

い
の
で
は
」な
ど
、
事
務
局
に
反
対

の
意
見
が
上
が
っ
た
。

他
に
も
否
定
的
な
意
見
が
多
く
、

事
務
局
は
委
員
間
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス

を
得
て
か
ら
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
に
提
言
す

る
方
向
性
を
示
し
た
。

経理用語の豆知識
アクセス・コントロール

オンライン端末、プログラムやデータにアクセスすることを
制御する手続をいう。アクセス・コントロールは、「利用者の
認証」と「利用者の承認」からなる。「利用者の認証」は、通
常、固有のログオンによる認証、パスワード、アクセスカー
ドまたは生体認証データを通じて個人を特定しようとするも
のである。「利用者の承認」は、個々の利用者がアクセス可
能なコンピュータ・リソースを決定するアクセスのルールから
なる。これらの手続は、特に、以下を防止または発見する
ためにデザインされる。①オンライン端末、プログラムやデー
タへの未承認のアクセス、②未承認の取引の記帳、③デー
タファイルへの未承認の変更、④未承認の者によるコン
ピュータ・プログラムの利用、⑤コンピュータ・プログラムの
未承認の利用。アクセス・セキュリティには、アクセス・コン
トロールに加えて、会計データに影響を及ぼす情報セキュ
リティが含まれる。

不適切な会計処理

不適切な会計処理は、会計上の誤謬と同様に、「意図的
であるか否かにかかわらず、財務諸表作成時に入手可能な
情報を使用しなかったことによる、又はこれを誤用したことに
よる誤り」と定義される。原因が意図的であるか否かにかか
わらず、虚偽表示の状態にある財務諸表について監査人は
一定の対応を行う必要があると考えられるためである。

もっとも、監査上、不適切な会計処理が意図的であるか
または意図的ではないか、虚偽表示が経営者によるものか、
外部または内部者の共謀があるかといった不適切な会計処
理の原因、内容の検討は、不適切な会計処理を特定する
ための監査上の対応の判断を行うにあたって重要である。

意図的な虚偽表示のケースは外部または内部者の共謀
であることが多く、また証憑書類等の偽造、改ざんを行って
いることが多いから、虚偽表示の範囲の検討をより慎重に行
う必要が生じる。
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フラッシュ

金
　
　
融

パ
ウ
エ
ル
次
期
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
と
新

た
な
リ
ス
ク

証
　
　
券

株
高
を
支
援
す
る
円
安
へ
の
流
れ

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2017年
11月10日

「移転価格事務運営要領」（事務運営指針）及び
「連結法人に係る移転価格事務運営要領」（事
務運営指針）並びに「恒久的施設帰属所得に係
る所得に関する調査等に係る事務運営要領」
（事務運営指針）及び「連結法人の国外事業所
等帰属所得に係る連結所得に関する調査等に
係る事務運営要領」（事務運営指針）の一部を
改正する案

国税庁

グループ内役務提供取引に係るOECD移転価格
ガイドラインの改訂および事前確認を取り巻く
環境の変化を踏まえ改正するもの。コメント期
限は2017年12月10日まで。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLA
SSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290054
&Mode=0

―

ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
は
11
月
２

日
、
次
期
連
邦
準
備
制
度
理
事
会

（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）議
長
に
ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
パ

ウ
エ
ル
理
事
を
指
名
し
た
。
同
氏
は

法
律
の
専
門
家
で
、
ウ
ォ
ー
ル
街
で

投
資
フ
ァ
ン
ド
の
共
同
経
営
者
を
務

め
た
。
ブ
ッ
シ
ュ
（
父
）政
権
下
で

の
財
務
官
僚
経
験
も
あ
る
。
ま
た
過

去
、
ボ
ル
カ
ー
、
グ
リ
ー
ン
ス
パ
ン
、

バ
ー
ナ
ン
キ
、
イ
エ
レ
ン
と
、
エ
コ

ノ
ミ
ス
ト
と
し
て
マ
ク
ロ
経
済
の
専

門
家
が
就
任
し
た
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
の
職

務
を
、
約
40
年
ぶ
り
に
そ
れ
以
外
の

分
野
の
人
材
が
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な

り
、
今
後
の
手
腕
が
注
目
さ
れ
る
。

今
回
パ
ウ
エ
ル
氏
が
指
名
さ
れ
た

主
な
理
由
に
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
と

ウ
ォ
ー
ル
街
の
関
係
が
あ
る
。
ト
ラ

ン
プ
大
統
領
は
、就
任
前
か
ら
、リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
に
打
ち
出
さ
れ
た

金
融
規
制
に
は
強
く
反
対
す
る
姿
勢

を
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
イ

エ
レ
ン
議
長
や
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
副
議

長
と
は
一
線
を
画
す
、
ウ
ォ
ー
ル
街

出
身
で
規
制
緩
和
派
の
パ
ウ
エ
ル
氏

は
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
意
に
添
う

政
策
を
採
る
と
予
想
さ
れ
る
。

具
体
的
に
は
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク

法
の
緩
和
で
、
金
融
業
界
が
抱
え
る

リ
ス
ク
に
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
し

た
規
制
ル
ー
ル
を
見
直
す
動
き
が
加

速
す
る
だ
ろ
う
。

同
法
は
、
金
融
機
関
の
説
明
責
任

と
透
明
性
を
向
上
さ
せ
る
目
的
で
、

「
ト
ゥ
ー
・
ビ
ッ
グ
・
ト
ゥ
ー
・
フ
ェ

イ
ル
」（
大
き
過
ぎ
て
潰
せ
な
い
）と

い
っ
て
特
定
の
企
業
へ
公
的
資
金
を

拠
出
す
る
の
は
納
税
者
の
利
益
に
反

す
る
、
と
い
っ
た
考
え
か
ら
オ
バ
マ

前
大
統
領
の
主
導
で
制
定
さ
れ
た
。

こ
の
な
か
に「
ボ
ル
カ
ー
・
ル
ー
ル
」

が
あ
り
、
か
つ
て
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
を
務

め
た
ポ
ー
ル
・
ボ
ル
カ
ー
氏
が
中
心

と
な
っ
て
策
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

銀
行
の
自
己
勘
定
取
引
を
禁
止
し
、

銀
行
が
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ（
金
融
派
生

商
品
）や
未
公
開
株
式
な
ど
の
リ
ス

ク
商
品
で
収
益
を
上
げ
よ
う
と
す
る

動
き
を
規
制
す
る
も
の
。

パ
ウ
エ
ル
氏
は
、
量
的
・
質
的
金

融
緩
和
か
ら
の
正
常
化
に
つ
い
て

は
、
現
在
の
イ
エ
レ
ン
議
長
と
大
差

な
い
考
え
方
だ
が
、
大
き
く
異
な
る

の
は
こ
の
金
融
規
制
緩
和
に
積
極
的

で
あ
る
こ
と
。
目
先
の
ウ
ォ
ー
ル
街

の
活
況
と
引
換
え
に
、
長
期
的
に
は

サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
に
替
わ
る
新

た
な
リ
ス
ク
要
因
が
生
ま
れ
る
可
能

性
に
今
後
注
意
が
必
要
に
な
る
。

日
経
平
均
は
11
月
上
旬
に
は
25
年

ぶ
り
の
高
値
に
到
達
、
21
世
紀
最
高

値
を
記
録
し
た
。
景
気
と
企
業
収
益

の
足
並
み
が
揃
っ
て
お
り
、
年
末
を

迎
え
強
気
の
予
想
は
広
が
る
一
方
で

あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
株
高
の
要
因
と

し
て
、
も
う
１
つ
、
為
替
相
場
が
ジ

リ
ジ
リ
と
円
安
・
ド
ル
高
に
動
い
て

い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

株
価
は
、
企
業
収
益
の
動
向
が
カ

ギ
と
な
る
こ
と
は
当
然
だ
が
、
企
業

収
益
は
円
相
場
の
動
向
に
大
き
く
影

響
さ
れ
る
こ
と
を
思
う
と
、
株
価
の

カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
の
は
円
相
場
と

い
え
る
。
日
本
企
業
の
収
益
増
加
に

は
、
中
核
産
業
で
あ
る
製
造
業
が
輸

出
や
海
外
生
産
の
ウ
エ
イ
ト
を
高
め

て
い
る
た
め
、
円
安
・
ド
ル
高
、
ユ
ー

ロ
高
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。

今
年
９
月
初
め
、
株
価
上
昇
が
始

ま
っ
た
当
時
、
円
相
場
は
１
ド
ル
＝

１
０
７
円
程
度
で
あ
っ
た
が
、
２
カ

月
後
に
は
同
１
１
４
円
程
度
ま
で
円

安
が
進
ん
で
き
た
。
こ
れ
は
日
米
の

金
利
差
が
、
米
金
利
上
昇
、
日
本
金

利
変
わ
ら
ず
、
と
い
う
形
で
着
実
に

開
い
て
い
く
と
い
う
予
想
が
強
ま
っ

て
き
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

米
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
米
経
済
の
着
実
な
上

昇
、
雇
用
改
善
、
物
価
上
昇
を
理
由

に
こ
の
２
年
来
、
少
し
ず
つ
金
利
を

引
き
上
げ
て
き
た
。
非
伝
統
的
金
融

政
策
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
で
あ

る
。
ア
メ
リ
カ
に
続
い
て
Ｅ
Ｕ
が
金

融
超
緩
和
政
策
の
終
わ
り
を
明
言
、

金
融
政
策
の
基
調
の
変
化
を
促
進
し

て
い
る
。

一
方
、
日
銀
は
、
物
価
目
標
２
％

へ
到
達
す
る
展
望
が
な
か
な
か
開
け

な
い
な
か
で
、
目
標
の
旗
を
降
ろ
さ

ず
、
到
達
時
期
を
先
送
り
し
て
、
異

次
元
緩
和
政
策
を
維
持
し
て
き
た
。

金
融
超
緩
和
か
ら
の
出
口
戦
略
は
議

論
の
対
象
に
さ
え
な
っ
て
い
な
い
。

た
だ
、
こ
れ
ま
で
米
金
利
の
引
上

げ
ペ
ー
ス
は
、
物
価
上
昇
率
が
予
想

を
下
回
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
か

ら
極
め
て
緩
や
か
で
、
結
果
と
し
て

日
米
金
利
差
拡
大
へ
の
期
待
が
高
ま

ら
ず
、円
安
・
ド
ル
高
が
進
ま
な
か
っ

た
。し

か
し
、
こ
こ
へ
き
て
米
金
利
の

12
月
引
上
げ
が
確
実
視
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
日
米
金
利
差
拡
大
へ
の
確

信
が
強
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
円
安
・

ド
ル
高
が
進
ん
で
き
て
、
１
ド
ル
＝

１
１
５
円
を
超
え
て
の
円
安
期
待
が

高
ま
り
つ
つ
あ
る
。

近
年
、
為
替
市
場
で
は
有
事
の
円

高
と
い
う
発
想
が
定
着
し
て
き
た
こ

と
も
あ
る
の
で
、
北
朝
鮮
危
機
の
よ

う
な
地
政
学
リ
ス
ク
が
存
在
す
る
現

在
、
金
利
差
を
過
度
に
重
視
す
る
の

は
危
険
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
円

安
の
流
れ
を
多
角
的
に
捉
え
る
こ
と

に
努
め
た
い
。


